
※ 図表・構成検討において⽣成A Iツール（NotebookLM）を補助的に活⽤しています。
内容の最終責任は作成者にあります。







一部を手当とする新たな仕組みの導入



外部資金獲得手当 第３条の対象から共同研究・受託研究を外すことで、

外部資金獲得手当 第３条の改正



対象経費を共同研究から、共同研究講座、受託研究に拡大。

共同研究

外部資金獲得手当 第５条の改正



外部資金獲得手当 第５条の改正



外部資金獲得手当 第５条の改正

※研究参画者は契約書や研究参画
者リスト等に名前の記載がある教員
に限ります。
※該当課題の研究代表者には、研究
推進部から分配の意向確認の照会を
する予定です。



外部資金獲得手当 第６条の新たな適用



外部資金獲得手当 第６条の新たな適用
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